
（陸域）「第一期行動計画 取組みと成果について」 

 
 
 
 
 
 
  

  水質総量削減制度に基づき各都県が策定する総量削減計画の着実な実施及び事業場に対する総量規制基準の遵守

の徹底等を図るとともに、流域単位において、関係機関等と連携のもと、高度処理、面源汚濁負荷対策等を含めた効率
的、総合的な負荷削減のための計画策定及び事業を実施した。 

○陸域排出負荷量の着実な削減 

１．水質総量削減の推進 ２．汚水処理施設の整備・普及 ３．雨天時における流出負荷の削減 

６．浮遊ごみ等の回収 

Ｈ１６ Ｈ２１ Ｈ２６ 

２２８ １９３ １７７ 

Ｈ１６ Ｈ２１ Ｈ２６ 

２４９ １９９ １８１ 

Ｈ１６ Ｈ２１ Ｈ２６ 

１９．２ １３．９ １２．１ 

ＣＯＤの削減目標量 

窒素の削減目標量 

りんの削減目標量 

下水道の高度処理導入等 

浸透ますの設置等 

５．面源から発生する汚濁負荷の削減 

河川の清掃活動等 

合流式下水道の改善 

４．河川の浄化対策 
河川浄化施設の整備等 

（曝気付礫間接触法の事例） 1 
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  水質総量削減制度に基づき各都県が策定する総量削減計画の着実な実施及び事業場に対する総量規制基準の遵守

の徹底等を図るとともに、流域単位において、関係機関等と連携のもと、高度処理、面源汚濁負荷対策等を含めた効率
的、総合的な負荷削減のための計画策定及び事業を実施した。その結果、第５次及び第６次水質総量削減で設定した東
京湾の削減目標量を達成し、平成16年度から平成21年度までの五カ年で28トン／日、窒素負荷量では23トン／日、 りん
負荷量では2.4トン／日を削減した。 

○陸域排出負荷量の着実な削減 

ＣＯＤ負荷量（トン／日） 窒素負荷量（トン／日） りん負荷量（トン／日） 

■生活排水 ■産業排水 ■その他 

東京湾の汚濁負荷は着実に減少（第7次総量削減基本方針より作成） 

Ｈ１６ Ｈ２１ 

２２８ １９３ 

Ｈ１６ Ｈ２１ 

２４９ １９９ 

Ｈ１６ Ｈ２１ 

１９．２ １３．９ 

削減目標量 削減目標量 削減目標量 

（陸域）「第一期行動計画 取組みと成果について」 
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